
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

2014 年（平成 26 年） 

 2 月 25 日（火） 
発行：税理士法人 SBC パートナーズ

   大阪市北区太融寺町 3番 24号 

 日本生命梅田第二ビル 3階

 

 

 

 

『１からリスティング広告を 

考え直す』 

日 時：2014 年 3 月 5 日（水） 

8:00～9：00（開場 7:45～） 

講 師：アップライン株式会社 

大西 力 

対 象：経営者 Web 担当者 

定 員：10 名（先着順） 

参加費：１名様 3,000 円(税込) 

※当日会場にてお渡し下さい。 

弊社顧問契約先 無料 

会 場：SBC 本社セミナールーム 

大阪市北区太融寺町 3-24 

日本生命梅田第二ビル 3F 

各線大阪駅・梅田駅から 

徒歩 6 分 

問合せ：税理士法人 SBC パートナーズ 

TEL 06－6315－1819 

（担当：宮阪・横山） 

SBC Seminar
 

セミナー案内 

 

 

 

今回国会に提出されたの

は、法律による改正項目で

あり、政令事項については、

法律が成立･交付された時

点で、政令改正により手当

てされます。特に大きな政

令項目としては、ゴルフ会

員権等の損益通算の廃止、

平成27年4月1日以後開始

する課税期間から消費税の

簡易課税制度のみなし仕入

率を、金融業及び保険業は

50％に、不動産業は 40％に

引き下げ、現行の 5 事業区

分から 6 事業区分に変更す

る改正等が挙げられます。 

Ｓｃｏｐｅ 

政令による改正事項 

SBC First Ｔａｘ
エスビーシー・ファーストタックス 

２６年度税制改正法案を国会に上程 

ねじれ解消で３月末には成立の見通し 

政府は 2月 4 日、平成 26 年度税制改正法案を国会に提出した。

国税関係は、所得税法、法人税法、相続税法、租税特別措置法、

税理士法、復興財源確保法等の一部を改正する「所得税法等の一

部を改正する法律案」と、法人住民税の一部を国税化して地方交

付税とするための「地方法人税法案」。これらの法案には、昨年

10 月 1 日の「民間投資活性化等のための税制改正大綱」での決定

事項と、同 12 月 12 日の「平成 26 年度税制改正大綱」の内容が盛

り込まれている。 

所得税関係では、給与所得控除の上限額が適用される給与収入

が現行の 1,500 万円（控除額 245 万円）から、平成 28 年分で 1,200

万円（控除額 230 万円）に、平成 29年分以降 1,000 万円にそれぞ

れ引き下げられる。給与所得控除額の上限引き下げに伴い、給与

所得の源泉徴収税額表等の見直しも行われている。 

また、特定居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得

の課税の特例に関しては、平成 26 年 1月 1 日以後の譲渡から、譲

渡価額要件が現行の 1 億 5,000 万円以下から 1 億円以下に引き上

げられたうえで、適用期限が 2 年延長されている。 

法人税関係では、「民間投資活性化等のための税制改正大綱」に

盛り込まれた、生産性の向上につながる設備への投資に対して即

時償却又は 5％税額控除が認められる「生産性向上設備投資促進

税制」が創設されている。 

各方面から注目されている交際費等の損金不算入制度について

は、平成 26 年 4 月 1日から平成 28年 3月 31 日までの間に開始す

る事業年度のうち、接待飲食費の額の 100 分の 50 相当額まで損金

算入が認められることとなる。中小法人に関しては、現行 800 万

円の定額控除か飲食費の50％損金算入のいずれかを選択適用する

こととなる。 

東日本大震災関連では、復興特別法人税における課税事業年度

等の判定の基礎となる指定期間を平成 24 年 4 月 1 日から平成 26

年 3 月 31 日までとし、1 年前倒しで廃止することとなった。 

専門家・実務家のための税務戦略ニュース 毎月 3回（5 日.15 日.25 日）発行 

 【注意】当記事に記載されている情報に万が一誤りがあった場合、または当記事を利用することにより生じた損失や損害などについては、いかなる

場合も一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。 


